
別紙１

１．申請者

※家庭菜園は支援対象外。経営（耕作）面積10a以上又は出荷（販売）実績があることが補助の要件です。

２．希望する支援メニュー

３．経営改善の取組（平成30（2018）年度から2020年度まで）

４．農業経営の維持及び耐用年数期間中の営農継続の意思確認

※農業用ハウス（撤去除く）は園芸施設共済の対象となるため、共済未加入の場合は農家負担額が増加します。

□免税事業者　　　　　　　□簡易課税　　　　　　　□本則課税

農業用機械 □修理　　　□買替

※経営（耕作）面積10a未満でもJA等から出荷証明書が取れる場合には対象です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出荷伝票、入金伝票、通帳の写し（費目がわかるもの）等）

農業用ハウス □修理　　　□再建　　□補強　　□撤去等（解体・運搬・処分）

農業用倉庫 □修理　　　□再建　　□撤去等（解体・運搬・処分）

被災前１年間の出荷（販売）実績 □実績なし（自家消費等）　　　　　　□実績あり

消費税の申告予定

代理人氏名（名称及び代表者名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　携帯電話　　　　-　　　　-

代理人住所（所在地）

主たる作目 □水稲　　□果樹（　　　　　）　　□野菜（施設・露地）　　□花き（施設・露地）

申請者氏名（名称及び代表者名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　携帯電話　　　　-　　　　-

申請者住所（所在地）

主たるほ場の位置 浜松市　　　　　　　　区

※農業用倉庫は農業以外に利用できる汎用性の高いものは対象外となります。

□　施設及び機械の補助金を受けて営農を再開し、耐用年数期間（例：機械　７年）は必ず営農継続する。

経営面積の拡大 □規模拡大予定　（被災前　　　　　　a　　から　　　　　　　a　に拡大）　　□希望なし

農産物の品質向上 □　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（被災前　　　から　　　に向上）　　□希望なし

生産コストの縮減 □　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（被災前　　　から　　　に縮減）　　□希望なし

新規作物の導入 □作物転換　（作目：　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□希望なし

※農業用機械の補助を受けるためには、上記のいずれかの目標設定が必要です。
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